
官職※1 年間給与額※2

円 円

内閣法制局長官
国家公務員倫理審査会の常勤の会長
公正取引委員会委員長 円 円 円
原子力規制委員会委員長
宮内庁長官

検査官
人事官
内閣危機管理監
国家安全保障局長
デジタル監
個人情報保護委員会委員長
カジノ管理委員会委員長
公害等調整委員会委員長
運輸安全委員会委員長
侍従長

内閣官房副長官補
国家公安委員会委員　等

公害等調整委員会の常勤の委員　等 1,078,000 円 215,600 円 51,800 円 約2,252万円

審議会等の常勤の委員　等 952,000 円 190,400 円 51,800 円 約1,996万円

会計検査院長
人事院総裁

約2,549万円

1,345,400円

1,194,200円

※１　特別職の職員の給与に関する法律（昭和24年法律第252号）附則第４項の規定により、内閣総理大臣、国務大臣、内閣官房副長官、内閣総理大臣補佐官、副大臣、
　　大臣政務官又は大臣補佐官が、国会議員の職を兼ねる場合には、当分の間、行政庁から支給される給与は支給しないこととなるため本表には掲載していない。
※２　年間給与額には、俸給月額、本府省業務調整手当、地域手当及び期末手当（年間3.50月分）が含まれる。

1,224,000 244,800 51,800 1,520,600円円 円 円

1,466,000 293,200

1,551,800円 約2,602万円1,250,000 250,000 51,800

51,800 1,811,000円

円 円 円

1,885,400円 約3,166万円

約3,040万円

1,528,000 305,600 51,800 円

主な特別職の職員の給与

俸給月額 地域手当(20％) 本府省業務調整手当 月額給与


	R7年度改正後 (削除版)

